
　１　個別事項

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

（名称） （所在地）

同上 1673 44 62 保安林 スギ

山林 0.0337

1672 44 保安林 0.2985

同上 1689-2 44 67 山林

1

2
同上

同上 117

12144 山林

1689-1 44

1121550 45 山林 0.0876

別添1の⑤参照

山林

1668 44 山林

1558 45 1.1398

36

66

別添2の⑤参照 集R4-25

スギ 80

75カラマツ

85スギ

丙が経営管理実施権の設定を受ける森林（Ａ）

経営管理実
施権の始期

経営管理実
施権の存続

期間
（終期）
（Ｂ）

経営管理実施権
に基づいて行わ
れる経営管理の

内容（Ｃ）

木材の販売による収益から伐採等に要す
る経費を控除してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき金銭（Ｄ）の

額の算定方法

スギ 105同上

現況
林齢

乙に支払われるべき金銭
がある場合における当該
金銭（Ｅ）の額の算定方

法

高崎市倉渕町
権田 乙1716 44 97 山林 スギ 86

スギ 78

36

経 営 管 理 実 施 権 配 分 計 画

整　理
番　号

配R5-3

経営管理実施権の設定を受ける者
（丙） 　烏川流域森林組合　代表理事組合長　市川　平治 群馬県　高崎市倉渕町三ノ倉 303

経営管理実施権を設定する市町村
（乙） 　高崎市長  富岡　賢治 　群馬県　高崎市　高松町３５－１

備考
番号 所　在 地番 林班 小班 地目

面積
ha

現況
樹種

44 山林 0.5467

スギ

85

集R4-22
スギ

0.3619

0.1067

67 山林

2023.8.1

66

45-2 スギ

0.1147

スギ 105

スギ

45-1

81

96
山林

0.0813

1715 44 山林 0.0462

別添1の②参照 別添2の②参照
68スギ

4 同上 別添1の④参照 別添2の④参照 集R4-24

3

同上

同上

同上

別添1の③参照 別添2の③参照

117 スギ

121

2033.7.31

65

53

別添1の①参照 別添2の①参照 集R4-19

1714

1548 45 山林 0.2165

集R4-23

1713 44 山林 0.0902

スギ

117 スギ

0.0340

0.2221

100

681717 44

0.2208

スギ

83

1718

5

同上

同上

同上

同上

同上

1694 44

113

97



0.1517同上

スギ 70

0.4747

48スギ

1577-1 45 山林 0.8960

1544 45 山林 0.4902

451549

山林 1.1523

山林 0.1064

1678 44

61

経営管理実施権
に基づいて行わ
れる経営管理の

内容（Ｃ）
番号 所　在 地番 林班

経営管理実
施権の存続

期間
（終期）
（Ｂ）

面積
ha

小班 地目

集R4-26

乙に支払われるべき金銭
がある場合における当該
金銭（Ｅ）の額の算定方

法

69

スギ 72

2023.8.1 2033.7.31

別添2の⑪参照 別添3の⑪参照

備考
経営管理実
施権の始期現況

樹種

別添1の⑨参照

63

別添1の⑥参照 別添2の⑥参照

スギ 69

78-1 スギ

山林114 78スギ

スギ 64

スギ57

77

69

木材の販売による収益から伐採等に要す
る経費を控除してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき金銭（Ｄ）の

額の算定方法

スギ 57

55

78-2

8558 スギ

60 スギ 62

山林 0.0700

スギ

スギ

現況
林齢

59

丙が経営管理実施権の設定を受ける森林（Ａ）

山林

122

1675 44

1676 44

1677 44

111-1

57

57

7 同上

6

同上

同上

同上

同上

同上

高崎市倉渕町権田

別添2の⑨参照 集R4-351551-1 45 山林 0.5957

116-1 スギ 78

116-2 スギ 63

117 スギ 59

115 スギ 56

集R4-42

9 同上 1546 45 109 山林 0.2390 スギ 80 別添2の⑫参照 別添3の⑫参照 集R4-45

8 同上 1576 45 90 山林 0.2581 スギ 59



スギ 85

カラマツ 75山林 0.0876

100

97

96

スギ 78

スギ 80

112

11345 山林 0.2165

同上 1558 45

スギ 83

68

117 68

117 スギ

スギ 85

66 スギ 36

66 スギ 36

121

117 スギ 65

45-2 スギ 53

45-1 スギ

スギ 81

同上 1689-2 44 67 山林 スギ 1050.1067

高崎市倉渕町
権田 乙1716 44 97 山林 スギ 86

丙が経営管理実施権の設定を受ける森林（Ａ）

1 同上 1689-1 44 67 山林 スギ 105

0.1147

0.3619

備考
番号 所　在 地番 林班 小班 地目

面積
ha

現況
樹種

現況
林齢

住所又は所在地 氏名又は名称

Ａの森林所有者（甲）

丙が甲にＤを支
払うべき時期、
相手方及び方法

丙が乙にＥを
支払うべき時

期

スギ

2
同上 1714 44 山林 0.0813

同上 1715 44 山林 0.0462

121

3

同上 1717 44 山林 0.0337

同上 1672 44 保安林 0.2985

同上 1718 44 山林 0.5467

同上 1673 44 62 保安林 0.2208

0.0902

5

同上 1694 44 山林 0.0340

同上 1668 44 山林 0.2221

山林 1.1398

同上 1550 45

同上 1548

4 同上 1713 44 山林

別添3の⑤参照

別添3の①参照 集R4-19

集R4-22

集R4-23

集R4-24

集R4-25

別添3の②参照

別添3の③参照

別添3の④参照



スギ

スギ 63

丙が経営管理実施権の設定を受ける森林（Ａ）

スギ 55

69

60 スギ 62

61

57 スギ 69

スギ 72

57

スギ 48

スギ 70

1678 44

0.1517

77 スギ 64

0.4747

スギ 69

スギ 57

スギ 85

57 スギ

58

山林 0.8960

59 山林

1.1523

番号 所　在 地番 林班 小班 地目
面積
ha

現況
樹種

現況
林齢

114 78

6

同上 1675 44 山林

同上 1676

45

同上 1544 45 山林
122

111-1

同上 1549 45 山林

高崎市倉渕町権田

スギ 56

116-1 スギ 78

116-2 スギ 63

0.4902

78-1

78-2

44 山林 0.1064

同上 1677 44 山林 0.0700

同上 1577-1

同上 1551-1

117 スギ 59

0.59577 45

115

山林

Ａの森林所有者（甲）

集R4-35別添3の⑨参照

別添3の⑥参照

丙が乙にＥを
支払うべき時

期
備考

集R4-26

丙が甲にＤを支
払うべき時期、
相手方及び方法住所又は所在地 氏名又は名称



この計画に同意する。

権利の設定を受ける者（丙） 群馬県　高崎市倉渕町三ノ倉 303

権利の設定をする市町村（乙） 群馬県高崎市高松町３５－１

（記載注意）

(１)　この個別事項は、経営管理実施権の設定を受ける者が異なる場合には、別葉とすること。

(２)（Ｂ）欄は、「○年」又は「○○年○○月○○日まで」と記載すること。

(３)　備考欄には、経営管理権集積計画の整理番号を記載すること。

(４)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定められた経営管理権集積計画に基づく森林の場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付する

とともに、備考欄に記載すること。また、森林所有者が変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(５)　当該経営管理実施権配分計画の内容に関して丙が乙に提出した企画提案書及び図面を添付すること。

高崎市長  富岡　賢治

烏川流域森林組合　代表理事組合長　市川　平治

スギ 598 同上 1576 45 90 山林 0.2581

9 同上 1546 45 109 山林 0.2390 スギ 80 別添3の⑫参照 集R4-45

集R4-42別添3の⑪参照

丙が経営管理実施権の設定を受ける森林（Ａ） Ａの森林所有者（甲）
丙が甲にＤを支
払うべき時期、
相手方及び方法

丙が乙にＥを
支払うべき時

期
備考

番号 所　在 地番 林班 小班 地目
面積
ha

現況
樹種

現況
林齢

住所又は所在地 氏名又は名称



２　共通事項

この経営管理実施権配分計画の定めるところにより設定される経営管理実施権及び経営管理受益権は、１の個別事項に定めるもののほか、次に定めるところ

による。

（１）経営管理実施権に基づいて行われる経営管理の内容

　丙は、１の個別事項に記載された森林（以下「当該森林」という。）の経営管理のため、１の個別事項に定めるところにより立木の伐採及び木材の販売、造

林並びに保育（以下「伐採等」という。）を実施し、木材の販売による収益（以下「販売収益」という。）を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する

経費を控除してなお利益がある場合にその一部を甲に支払う事業を実施すること。

（２）善管注意義務

①　丙が経営管理実施権に基づき経営管理を行うに当たっては、善良なる管理者の注意を持って甲の利益に最も適合するように配慮しなければならない。

②　甲は、この経営管理実施権配分計画の定める事項について、丙に対して義務の履行を求めることができる。

（３）監督義務

　乙は、丙に対して当該森林の経営管理の状況等について報告を年１回徴収することで、当該森林において経営管理が行われるよう努めなければならない。

（４）報告義務

　丙は、乙に対して当該森林の経営管理の状況等について年１回報告しなければならない。

（５）経営管理実施権の対象とする森林

　当該森林にある立木は、甲に帰属する。

（６）経営管理実施権及び経営管理受益権の設定

　この経営管理実施権配分計画の公告により、丙に経営管理実施権が、甲及び乙に経営管理受益権（金銭の支払を受ける権利）が、それぞれ設定される。

　丙に設定された経営管理実施権は、この公告の後において当該森林の森林所有者となった者（国その他の森林経営管理法施行規則に定められた者を除く。）に

対しても、その効力があるものとする。

（７）経営管理実施権の設定等の条件

①　乙は、当該森林に係る経営管理権集積計画を取り消す場合にはあらかじめ丙に通知するものとし、当該経営管理権集積計画を取り消した場合は、当該経営管

 理実施権配分計画を取り消すものとする。

②　乙は、丙が次のいずれかに該当する場合には、経営管理実施権配分計画のうち丙に係る部分を取り消すことができる。

　ア　偽りその他不正な手段により乙に経営管理実施権配分計画を定めさせたことが判明した場合

　イ　森林経営管理法第36条第2項各号に掲げる要件を欠くに至ったと認める場合

　ウ　当該森林について経営管理を行っていないと認める場合

　エ　経営管理実施権配分計画に基づき支払われるべき金銭の支払又はこれに代わる供託をしない場合

　オ　正当な理由がなくて（４）の報告をしない場合

③　乙は、災害その他の事由により当該森林において、丙が（１）に掲げる事項を実施することが著しく困難であると認めるときは、 気象災等により被害が発

　 生して(10）により復旧を行う場合を除き、この経営管理実施権配分計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

④　丙は、１の個別事項に定める経営管理実施権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、甲及び乙の同意を得るものとする。

⑤　乙及び丙は、この経営管理実施権配分計画に定めるところにより設定される経営管理実施権に関する事項は変更しないものとする。

⑥　丙は、当該経営管理実施権の全部又は一部について、第三者に移転若しくは設定してはならない。

⑦　丙の権利義務の全部を承継した者は、当該経営管理実施権についても承継するものとし、丙又は当該権利義務の全部を承継した者は、あらかじめ、その旨

　を甲及び乙に通知するものとする。



（８）甲への通知

　当該森林について販売収益が生じた場合、丙が甲に対して販売収益、伐採等に要した経費等に係る明細書を通知するものとする。

（９）森林への立入り及び施設の利用等

①　丙は、（１） 及び（10）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林に随時立ち入り、若しくは丙以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に設定

　された森林作業道その他の施設を使用し、若しくは丙以外の者に使用させることができる。

②　丙は、（１） 及び（10）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林内に路網その他の施設を設置し、又は丙以外の者に設置させることができ

　る。この場合において、丙は、当該設置された施設の維持管理を行うものとする。

③　丙は、当該森林の立木が第三者に対して損害を及ぼすおそれがあると認める場合であって、かつ第三者から当該立木について除去等を行いたい旨の申出が

　ある場合には、第三者が当該立木について除去等を行うことを認めることができる。

 （10）森林保険

 ①　気象災等により当該森林について被害が発生した場合、丙が復旧を行うこととし、復旧内容は甲と丙の協議により定める。

 ②　丙は、丙の費用負担において甲を被保険者として当該森林に生育する樹木について森林保険を付保することとし、甲はこれを承諾する。なお、当該付保に

 　　関する諸手続は丙がこれを行うものとする。

 ③　天災地変等の事由により保険事故が発生し、甲に支払われる保険金がある場合、丙は当該保険金の請求及び受領を甲から受任するものとし、丙が当該保険

 　金を復旧の用に供するため、当該保険金全額は丙に帰属すものとする。

（11）災害等による経営管理の不実施

　次に掲げる場合において、（１）に掲げる事項を実施する予定の森林について（１）に掲げる事項を実施することが不可能又は不適当になったときは、丙

は、当該事項の一部又は全部を実施しないことができる。

①　災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき

②　路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき

③　当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき

（12）損害の賠償

①　丙は、丙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支払うものとする。

②　丙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、丙は損害賠償責任を負わない。

（13）経営管理実施権の存続期間の満了時及び消滅時における清算の方法

①　経営管理実施権の存続期間の満了した場合において、甲乙丙の間で金銭の支払（１の個別事項に定める丙から甲に支払われるべき金銭及び丙が１の個別事

 項に定める経営管理の内容の全部又は一部を実施していないことにより、丙が甲から預かった金銭のうち甲に返還すべき金銭除く。）は生じないとともに、

 立木の所有権は甲に帰属するものとする。

②　経営管理実施権の存続期間の中途において経営管理実施権が消滅した場合において、丙が１の個別事項に定める経営管理の内容の全部又は一部を実施して

 いない場合は、丙は甲に対して、実施していない経営管理によって見込まれた利益に相当する額を支払うものとする。
（14）その他

　この経営管理実施権配分計画に定めのない事項及びこの経営管理実施権配分計画に疑義が生じたときは、甲、乙、丙が協議して定める。



高崎市倉渕町権
田字十二沢

1714 44

高崎市倉渕町権
田字十二沢

1715 44

高崎市倉渕町権
田字十二沢

1717 44

林班所在

高崎市倉渕町権
田字狐尾根

1694 44

117

高崎市倉渕町権田
字大豆久保 1673 44 62

高崎市倉渕町権田
字大豆久保

同上

1672 44 45-1,45-2

高崎市倉渕町権
田字大谷津

1558 45 96,97

小班

高崎市倉渕町権
田字十二沢

1718 44

林班

同上

高崎市倉渕町権
田字大谷津

同上

66

所在 地番 林班 小班

所在 地番 小班

1550 45

66

121

高崎市倉渕町権田
字大豆久保

1668 44

高崎市倉渕町権
田字大谷津

1548 45

44 97

高崎市倉渕町権
田字狐尾根

1689-1 44 67

②

117

別添１　経営管理実施権に基づいて行われる経営管理の内容（Ｃ）

対象森林 経営管理実施権に基づいて行われる経営管理の内容

①

所在 地番 林班 小班 ○　存続期間中に、対象森林の全部又は一部について、間伐及び間伐により生じた木材の販売を1回実施するものとする。
◯　なお、施業の実施にあたっては、渓畔林における不必要な伐採は控える等、生物多様性に配慮するものとする。
○　火災、病虫害及び気象害の予防のため、年１回の森林の巡視を行うものとし、当該巡視は林道・作業道からの目視によって判断できる限りで行
う。
○  広葉樹区域については、原則、巡視とする。

高崎市倉渕町権
田字狐尾根

1689-2 44 67

高崎市倉渕町権
田字十二沢

乙1716

同上121

林班 小班

44

113

所在 地番

地番

高崎市倉渕町権
田字十二沢

1713

112

117

⑤

④

③



⑨

所在 地番 林班 小班

同上
高崎市倉渕町権田
字大谷津 1546 45 109

115,116-
1,116-
2,117

小班

所在 地番 林班 小班

114

高崎市倉渕町権田
字大豆久保 1678 44

経営管理実施権に基づいて行われる経営管理の内容対象森林

○　存続期間中に、対象森林の全部又は一部について、間伐及び間伐により生じた木材の販売を1回実施するものとする。
◯　なお、施業の実施にあたっては、渓畔林における不必要な伐採は控える等、生物多様性に配慮するものとする。
○　火災、病虫害及び気象害の予防のため、年１回の森林の巡視を行うものとし、当該巡視は林道・作業道からの目視によって判断できる限りで行
う。
○  広葉樹区域については、原則、巡視とする。

1549 45

⑦

所在 地番 林班

同上
高崎市倉渕町権田
字大谷津 1551-1 45

高崎市倉渕町権田
字大豆久保 1677 44 57

高崎市倉渕町権
田字西浦

1577-1

高崎市倉渕町権
田字大谷津

59

45 111-1,122

45
77,78-
1.78-2

⑥

高崎市倉渕町権田
字大豆久保 1675 44

57,58,60,
61

高崎市倉渕町権田
字大豆久保 1676 44 57

高崎市倉渕町権
田字大谷津

1544

⑧

所在 地番 林班 小班

同上
高崎市倉渕町権田
字西浦 1576 45 90



高崎市倉渕町権
田字十二沢

1717

③

所在

②

所在 小班

117

97

67

④
高崎市倉渕町権
田字十二沢

1713 44

小班

⑤

所在 地番 林班

高崎市倉渕町権
田字狐尾根

1694 44

117

121

121

小班

112

113

小班

66

別添２　木材の販売による収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合において甲に支払われるべき金銭（Ｄ）の額の算定方法

対象森林
木材の販売による収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益
がある場合において甲に支払われるべき金銭（Ｄ）の額の算定方法

同上

1689-2 44 67

①

所在 地番 林班 小班 （１．甲に支払われるべき金銭の額の算定方法）
○　利用間伐について甲に支払われるべき金銭の額は、木材の販売収益の額から利用間伐に係る経費及び木材の販売に係る経費として乙が算定した額を
控除した額とする。
○　利用間伐に係る木材の販売収益は、実際に木材を販売して得られた収益の額とする。
（２．伐採等に要する経費の算定方法）
○　乙が算定する利用間伐に係る経費については、丙が経営管理実施権の設定を受けるに当たって乙に提示し、経営管理実施権配分計画に添付された経
費の見積額とする。
〇　乙が算定する利用間伐が実施された場合における木材の販売に係る経費については、丙が経営管理実施権の設定を受けるに当たって乙に提示し、経
営管理実施権配分計画に添付された経費の見積額とする。
（３．留意事項）
○　丙が経営管理を行うために要した経費の実費が上記（２．利用間伐等に要する経費の算定方法）により算定された経費の額を上回る場合について
は、その差額は丙が負担するものとする。

高崎市倉渕町権
田字狐尾根

高崎市倉渕町権
田字大谷津

林班

62

同上

同上

45-1,45-2

66

96,97

1548 45

高崎市倉渕町権
田字十二沢

1718 44

高崎市倉渕町権
田字大谷津

同上

117

1550 45

高崎市倉渕町権
田字大豆久保

1668 44

高崎市倉渕町権
田字大谷津

1558 45

44

所在 地番

高崎市倉渕町権
田字十二沢

乙1716 44

高崎市倉渕町権
田字狐尾根

1689-1 44

高崎市倉渕町権田
字大豆久保 1673 44

高崎市倉渕町権
田字十二沢

1714 44

地番

高崎市倉渕町権
田字十二沢

1715 44

林班

地番 林班

44

高崎市倉渕町権田
字大豆久保 1672



115,116-
1,116-
2,117

小班

同上

⑥

1675

45

同上

⑧
所在 地番 林班

高崎市倉渕町権田
字西浦 1576 45 90

小班

⑦

所在

高崎市倉渕町権田
字大谷津 1551-1

小班
同上

高崎市倉渕町権田
字大谷津 1546 45 109

高崎市倉渕町権田
字大豆久保 1676 44

高崎市倉渕町権田
字大豆久保 1677 44

（１．甲に支払われるべき金銭の額の算定方法）
○　利用間伐について甲に支払われるべき金銭の額は、木材の販売収益の額から利用間伐に係る経費及び木材の販売に係る経費として乙が算定した額を
控除した額とする。
○　利用間伐に係る木材の販売収益は、実際に木材を販売して得られた収益の額とする。
（２．伐採等に要する経費の算定方法）
○　乙が算定する利用間伐に係る経費については、丙が経営管理実施権の設定を受けるに当たって乙に提示し、経営管理実施権配分計画に添付された経
費の見積額とする。
〇　乙が算定する利用間伐が実施された場合における木材の販売に係る経費については、丙が経営管理実施権の設定を受けるに当たって乙に提示し、経
営管理実施権配分計画に添付された経費の見積額とする。
（３．留意事項）
○　丙が経営管理を行うために要した経費の実費が上記（２．利用間伐等に要する経費の算定方法）により算定された経費の額を上回る場合について
は、その差額は丙が負担するものとする。

77,78-
1.78-2

111-1,122

59

57,58,60,
61

小班

高崎市倉渕町権田
字大豆久保

57

⑨
所在 地番 林班

高崎市倉渕町権
田字大谷津

1549 45 114

木材の販売による収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益
がある場合において甲に支払われるべき金銭（Ｄ）の額の算定方法

57

高崎市倉渕町権
田字大谷津

1544 45

高崎市倉渕町権
田字西浦

451577-1

44

対象森林

所在 地番 林班

高崎市倉渕町権田
字大豆久保 1678 44

地番 林班



別添３　丙が甲にＤを支払うべき時期、相手方及び方法

対象森林 丙が甲にＤを支払うべき時期、相手方及び方法

①

所在 地番 林班 小班 　＜時期＞
　　○　経営管理実施権者から甲に対するDの支払については、間伐後、木材の販売収入額が確定後速やかに行うものとする。

　＜相手方及び方法＞
　　○　次の支払先に支払うものとする。
　　　　（支払先）　甲の指定する口座

高崎市倉渕町権
田字狐尾根

1689-2 44 67

高崎市倉渕町権
田字十二沢

乙1716 44 97

高崎市倉渕町権
田字狐尾根

1689-1 44 67

②

所在 地番 林班 小班

同上

高崎市倉渕町権
田字十二沢

1718 44 117

同上高崎市倉渕町権
田字十二沢

1714 44 121

高崎市倉渕町権
田字十二沢

1715 44 117

高崎市倉渕町権田
字大豆久保 1673 44 62③

所在 地番 林班 小班

高崎市倉渕町権
田字十二沢

1717 44 117

高崎市倉渕町権田
字大豆久保 1672 44 45-1,45-2

44 66

同上
高崎市倉渕町権
田字十二沢

1713 44 121

④
所在 地番 林班 小班

高崎市倉渕町権
田字大谷津

1548 45 113

高崎市倉渕町権
田字大谷津

1550 45 112

⑤

所在 地番 林班 小班

同上

高崎市倉渕町権
田字狐尾根

1694

高崎市倉渕町権
田字大豆久保

1668 44 66

高崎市倉渕町権
田字大谷津

1558 45 96,97



⑨
所在 地番 林班 小班

同上
高崎市倉渕町権田
字大谷津 1546 45 109

丙が甲にＤを支払うべき時期、相手方及び方法

⑥

所在 地番 林班 小班 　＜時期＞
　　○　経営管理実施権者から甲に対するDの支払については、間伐後、木材の販売収入額が確定後速やかに行うものとする。

　＜相手方及び方法＞
　　○　次の支払先に支払うものとする。
　　　　（支払先）　甲の指定する口座

高崎市倉渕町権
田字大谷津

1549 45 114

対象森林

高崎市倉渕町権田
字大豆久保 1675 44

57,58,60,
61

高崎市倉渕町権田
字大豆久保 1676 44 57

高崎市倉渕町権田
字大豆久保 1677 44 57

高崎市倉渕町権
田字西浦

1577-1 45
77,78-
1.78-2

高崎市倉渕町権
田字大谷津

1544 45

⑦

所在 地番 林班 小班

同上
高崎市倉渕町権田
字大谷津 1551-1 45

115,116-
1,116-
2,117

同上
高崎市倉渕町権田
字西浦 1576 45 90

⑧
所在 地番 林班 小班

111-1,122

高崎市倉渕町権田
字大豆久保 1678 44 59


